
臨時教育委員会会議次第 

 

日 時 令和４年５月２４日(火) 午前１０時００分～ 

          場 所 坂井市役所 ２０５会議室 

 

市民憲章唱和 

 

１ 議   案 

議案第１０号  坂井市教育委員会教育長辞職の同意を求める件について 

 

２ その他 
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令和４年５月２４日 

 
     
 

 



 

 令和４年度坂井市臨時教育委員会会議録（概要) 

                      
日 時：令和４年５月２４日（火） 午前９時５０分より１０時００分まで 

場 所：坂井市役所 ２０５会議室 

 

 

【会議日程】 

１ 議 案 

議案第１０号 坂井市教育委員会教育長辞職の同意を求める件について 
２ そ の 他 

 

【出席者】 

教育長       川元利夫教育長 

教育委員        牧田靖夫職務代理者、田中典夫委員、宮﨑美恵子委員、 

橋本明子委員 

教育部       中田教育部長、古川次長（生涯学習スポーツ課長）、 

矢尾次長（坂井市立図書館長） 

教育総務課     井尻課長 

学校教育課     上田教育審議監、宇野課長 

文化課       高倉課長 

事務局書記     森田参事、高嶋補佐 

 

【会議の成立】 

教育部長    ただいま、教育長１名、委員４名、出席者５名であるので、地方教育

行政の組織運営に関する法律第１４条第３項の規定により定足数に達

するので、会議の成立を宣言する。 

          

 

【議案第１０号 坂井市教育委員会教育長辞職の同意を求める件について】 

 

教育長     この議案については、私に関する案件なので、退席させていただく。こ

の後の進行については牧田職務代理者にお願いする。 

 

（川元教育長退席） 

 

職務代理者      川元教育長がご自身の件であるということで退席されたが、引き続 

き審議を進める。 

               議案第１０号坂井市教育委員会教育長辞職の同意を求める件について 

審議する。川元教育長から辞職願が提出されたので、地方教育行政の組 

織及び運営に関する法律第１０条の規定により、同意の可否について決 



 

定しなければならない。同意してよろしいか。 

 

全委員     異議なし。 

 

職務代理者   異議がないようなので、議案第１０号坂井市教育委員会教育長辞職の同 

意を求める件について、川元利夫教育長の令和４年５月３１日付けの辞 

職について同意することに決定する。進行役を教育長にお戻しする。 

 

（川元教育長着席） 

 

教育長     私の辞職について、同意をいただいたので、退任のあいさつをさせてい 

ただく。１６年間もの長い間、教育長をさせて戴き、素晴らしい職員に 

恵まれ、無事、林先生へバトンタッチできること、大変うれしく思う。 

１期２期目くらいまでは四町融和ということを念頭に、文字通り、市内 

を駆け回った。公民館講座生の発表会や公民館祭りも寄せていただいた。 

それぞれの町で違いがあり、給食の在り方やスクールバスのことでお話 

をさせていただき、差を埋める努力もした。学校環境においても、耐震 

補強や、大規模改修をさせていただいた。ICT について、GIGA スクール 

構想により、急激に進んだが、スムーズに導入できた。皆さんのおかげ 

だ。皆さんと出会えて、本当に幸せだった。ありがとうございました。 

 

教育長        ほかにないか。なければ本日の臨時教育委員会を閉会する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




